
以下の例を参考として、各課等ごとに感染等発生時の対応を想定しておくこと。

職員が発症した場合等の対応例（健康子ども部健康増進課の場合）

例１：無症状病原体保有者又は濃厚接触者の場合

（健康観察）
自宅待機

（特別休暇取得）

健康増進課長への報告 課長は総務課に報告

消毒 職員により、当該職員の活動範囲や机、電話、キャビネット等

※１） 保健所による、勤務先や行動歴等の聴取には協力すること

※２） 周辺の職員の自宅待機（健康観察）は、保健所の指示（基準）による

※３） 周辺の職員の自主的な年次休暇取得も可

例２：発症した場合

本人が健康増進課長に報告

課長は総務課に報告

治癒するまでの間、特別休暇の取得

報道発表

罹患職員が 当該職員の活動範囲に応じて、消毒範囲を決定

多数の場合

周辺職員に 健康増進課職員による消毒

簡易検査実施を

求める 応援職員招集



報道発表

本人 健康増進課 県議会議員 秘書広報課から

連絡 連絡 市議会議長 議会事務局から

報道発表準備

ホームページ掲載 報道機関発表文 問い合わせ対応文書 報道発表まで箝口

報道発表後の問い合わせには、健康増進課が対応

発生時対応

平日

秘書広報課長 市長、副市長

報道、ホームページ担当

本人 健康増進課 総務部長 議会事務局長 県議会議員

連絡 健康子ども部長 市議会議長

市議会議員

報道発表準備

報道発表まで箝口

報道機関発表文 ホームページ掲載 メール配信 問い合わせ対応文書

休日

本人 秘書広報課長 市長、副市長

連絡 報道、

ホームページ担当

健康増進課長 総務部長 議会事務局長

健康子ども部長 県議会議員

市議会議長

休日明け 市議会議員

担当職員

報道発表準備

報道発表まで箝口

ホームページ掲載 報道機関発表文 メール配信 問い合わせ対応文書


